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各港湾管理者港湾担当課長 殿 
 

港湾局総務課課長補佐（管理） 
 

都市計画区域内における臨港地区の指定等に係る手続きについて 
 

都市計画区域内における臨港地区の指定、変更等については、港湾行政、都市行政及

び建築行政の円滑な調整に資するよう、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245
条の 4 に規定する技術的助言として「都市計画区域内における臨港地区に関する運用指

針について」（平成 12 年 12 月 28 日付け港管第 2236 号、港計第 196 号、建設省都計

発第 93 号、建設省住街発第 235 号）で「都市計画区域内における臨港地区に関する運

用指針」（以下「運用指針」という。）を定めているところです。 
今般、平成 29 年地方分権改革に関する提案募集において、港湾法（昭和 25 年法律第

218 号）第 2 条第 5 項に規定する港湾施設に位置付けられていない既設施設に対する国

土交通大臣の施設認定の弾力的な運用を求める提案がなされました。具体的事例として

は、港湾管理者が港湾施設として位置付けようとする船揚場について、当該船揚場が存

する区域が既に第一種住居地域に指定されており、当該区域を臨港地区として指定し直

すために都市計画部局と調整することは困難との理由から、速やかに当該船揚場を港湾

施設として位置付けるため、国土交通大臣の施設認定の弾力的運用を提案したものです。 
本提案に関しては、陸域に位置する固定施設を港湾施設に位置付ける場合には、当該

施設の存する区域を臨港地区に指定するのが原則であるため、本件事案についても、当

該船揚場の存する区域について臨港地区の指定をすべく、都市計画部局と調整を図るべ

きであると思料します。また、都市計画上、第一種住居地域は住居の環境を保護するた

めに定める地域であり、当該船揚場が港湾施設として位置付けるべきものであるならば、

第一種住居地域の指定に際し、当該船揚場が存する区域については、その指定範囲から

除き、臨港地区として指定することも想定し得たものであり、いずれにしても港湾管理

者と都市計画決定権者との間で十分な調整を図られなかったことが一因と思料されま

す。 
なお、本事案に関しては、提案がなされた後、港湾管理者と都市計画決定権者との間

で臨港地区指定に向けた調整が進められていると承知しています。 
つきましては、都市計画区域内における臨港地区の指定、変更等に当たっては、運用



 

指針を参考とし、港湾の管理運営上必要不可欠な区域については臨港地区として指定す

るよう、都市計画決定権者と十分ご調整いただくようお願いいたします。 
 

以 上 
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